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利害関係人等との取引に関するお知らせ 

 

本投資法人は、本日、下記のとおり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に定め

る利害関係人等（以下「利害関係人等」といいます。）との取引を行うことを決定しましたので、お知らせいたしま

す。 

記 

 

1．利害関係人等との取引の概要  

 本投資法人が保有する晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹにおいて、テナントである三井住友トラ

スト総合サービス株式会社（利害関係人等）との間で締結している貸室賃貸借契約の変更契約を締結することを

決定いたしました。なお、本変更契約により、賃料、共益費及び敷金を変更する予定です。 

当該取引については、本資産運用会社の社内規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会及び投資運用委

員会の審議・決議を経て取締役会の承認を得ており、今後本資産運用会社より本投資法人に対して、投信法の

定めに従い、当該取引に係る事項を記載した書面が交付される予定です。 

 

（注）三井住友トラスト総合サービス株式会社は、本資産運用会社の親会社（出資比率 69.0％）である三井住友信託銀行株

式会社の完全子会社です。従って、三井住友トラスト総合サービス株式会社は、投信法に定める本資産運用会社の利

害関係人等に該当します。 

 

【変更後の賃貸借契約の概要】 

 （1）賃 貸 借 物 件 ： 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹ 

 （2）テ ナ ン ト 名 ： 三井住友トラスト総合サービス株式会社 

 （3）賃 貸 面 積 ： 301.19 ㎡ 

 （4）賃貸借物件の総賃貸面積に占める割合 ： 1.3％ （注） 

 （5）本投資法人の総賃貸面積に占める割合 ： 0.1％ （注） 

 （6）契 約 賃 料 （ 共 益 費 含 む ） ・ 敷 金 ： テナントより開示することにつき同意を得られていないた

め開示することができません。 

 （7）契 約 変 更 予 定 日 ： 平成 25 年４月１日 
 
 

（注）平成 25 年１月末現在の割合を記載しております。 

 

2．運用状況の見通し 

本件による平成 24 年 12 月 14 日付の平成 24 年 10 月期決算短信（REIT）で公表した平成 25 年４月期（平

成 24 年 11 月１日～平成 25 年４月 30 日）及び平成 25 年 10 月期（平成 25 年５月１日～平成 25 年 10 月

31 日）の運用状況の見通しへの影響はありません。 

 

以 上 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
※ 本投資法人のホームページアドレス： http://www.top-reit.co.jp/ 
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